
令 和 ８年 度 事 業 計 画 書 

（令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで） 
 

【基 本 方 針】                               

令和７年３月６日に策定した「第３次中期経営計画（R７～R11）」で示した経営方針を
踏まえ、令和８年度は以下の基本方針に基づき事業を実施する。 
 
１．運営体制 

資産管理については、およそ３０年ぶりとなる政策金利の引上げ等、長期金利の上
昇傾向が続いていることから、金融情勢を注視しながら新規債券購入等による効率的
な収入の確保に努め、市場の好環境が続いているうちに、将来的な社会環境変化リス
クに対応するための資金を確保し、事業運営の安定を図る。 
 組織については、職員の処遇改善と併せて、有期雇用嘱託職員の無期雇用化を推進
し、デジタル技術の活用や事務作業見直しによる業務効率化や業務改善を推進するこ
とで、職員が安心して働ける環境のさらなる充実を図り、事務の質と継続性の確保に
引き続き取り組む。 
 また、協会内外において地域づくりをリードする人材育成を兼ねた事業運営・研修
等の充実を図るほか、引き続き地域づくりの豊富な知識・経験を有するアドバイザー
を配置し、伴走支援による地域づくり団体の育成に取り組む。 
 さらに、先導的な地域づくり活動の横展開や交流等を促進するネットワーク機能強
化を図るため、引き続きホームページ等を活用した情報の受発信を実施するとともに、
市町村、地域づくり団体及びそれを支援する団体を相互に繋ぎ、県内の地域づくり活
動を支援する。 

 
 ２．実施事業 

実施事業については、沖縄県地域振興協会事業調査委員会の答申及び市町村の意向
等を踏まえ、地域のニーズや協会の財政状況等を考慮して事業を行うこととし、市町
村や助成団体等との協力のもと、成果を意識した助成事業の推進に努めるとともに、
事業を通して市町村、地域づくり団体、大学・研究機関等との連携を進めながら、当
協会の目的である沖縄県の地域振興及び文化の高揚を図る公益目的事業を実施する。 
 また、琉球大学との連携による人材育成プログラム受講による知識等の修得と地域
課題解決の取組等を通した地域人材の育成を目的とする事業を実施する。 

                                         

 

【事 業 計 画】  

＜ 公益目的事業 ＞                    
 １. 市町村等振興助成事業   
  ・地域振興事業                                                     

  地域の特性を生かした個性豊かな地域づくりを促進することによって、住民の健
康で文化的な生活の確保に資するため、土地関係等事案に係る被害者等の援助事業の
一環として、市町村等が行う地域振興事業に要する経費で、下表の事業に対し助成す
る事業である。 

   令和８年度は、市町村等に対して助成金１億 3,780 万９千円を交付し、市町村レベ
ルでの効果検証を行いながら、様々な課題や成果を協会及び市町村担当者間で共有し、
より良い方向での事業展開を図る。 

 

           事  業  名           助 成 率 等 

  

①  地 域 活 性 化 推 進 事 業 

 ② 地 域 産 業 振 興 事 業 

  ③ 地 域 環 境 保 全 推 進 事 業 

  ④  地 域 文 化 振 興 事 業 

  ⑤  地 域 国 際 交 流 推 進 事 業 

  ⑥  地 域 情 報 化 推 進 事 業 

 

 

 

 

・助成率     経費の80％以内 

・助成限度額 200万円 

         

 

 



 

 

  ⑦ 地 域 学 力 向 上 支 援 事 業 

 

 
 

 

 

・助成率     経費の80％以内 

・助成限度額 市町村の人口規模による 

             （80万円～240万円） 
 

 
 
  ⑧ 地 域 高 齢 者 等 移 動 支 援 事 業                 
 
    
 
 
 

 
 
・助成率     経費の80％以内 
 
・助成限度額 市町村の人口規模による 
 
             （60万円～180万円） 
 

  

  ２. 地域活性化助成事業  
    地域活性化助成事業は、自治会や NPO 等（以下「地域づくり団体」という。）を対

象に、地域の振興及び活性化を目的として、地域づくりの担い手となる人材の育成及
び地域づくりに関する情報の共有、活用等を図るための事業を公募し、地域づくり団
体等から応募されたものの中から所定の審査を経て選定された事業に対し、経費の 90
％以内で 45 万円を限度に助成する事業である。 
 令和８年度は、交付予定団体数約 20 件に対し、助成金 900 万円を交付するとともに、
助成を受けた団体の中から特に活動が優良な団体を表彰する。 
  

  ３．コミュニティ活動促進事業 
    地域住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自

治意識を盛り上げることを目指すため、市町村又は市町村が認めるコミュニティ組織
が、コミュニティ活動に直接必要な備品の購入等に対し、応募されたものの中から所
定の審査を経て選定された事業に対し、経費の 90％以内で 50 万円を限度に助成する事
業である。 

   令和８年度は、５件に対し助成金 250 万円を交付する。 
   
  ４．地域振興研究助成事業    

    沖縄県における地域振興及び文化の高揚に寄与する調査研究を自主的に行う県内の
研究機関が行う政策提案型の研究に対し助成する事業で、調査研究経費の 90％以内で
100 万円を限度に助成するものである。 

  令和８年度は、所定の審査を経て選定された研究に対し合計４件（新規２件、継続研
究２件）、助成金 400 万円を交付する。 
 

  ５．地域人材育成・課題解決支援事業    
    地域の課題解決への取組等を通して地域づくりをリードする人材の育成・確保を図
るため、自治体職員や地域づくり団体構成員を対象に、包括的連携協定を結ぶ琉球大
学が開設する人材育成プログラムである「初級地域公共政策士」の受講料及び旅費交
通費に係る対象経費を助成することを通して、地域づくり活動に必要な知識等の修得
を図るとともに、同資格を取得した者が企画立案した地域の課題解決事業について所
定の審査を経て選定された事業に対し、地域づくり団体 50 万円、自治体 100 万円を限
度に助成及び伴走支援をする事業である。 

  令和８年度は、９件に対し助成金 451 万 7 千円を交付する。 
 

 

 

 


